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(57)【要約】
　デュプレックス伝送と８心パラレル（並列）伝送との
間の移行を可能にする８心ＭＰＯ形態を支持した光ファ
イバ機器が開示される。光ファイバ機器は、光ファイバ
モジュールを有し、光ファイバモジュールは、前端部、
後端部、及び互いに反対側の側部を有し、前端部、後端
部、及び互いに反対側の側部は、これらの間に領域を画
定する。光ファイバモジュールは、前端部のところで幅
方向に配置された単心光コネクタ用アダプタの直線アレ
イを有し、単心光コネクタ用アダプタの各々は、前側部
及び後側部を有する。光ファイバモジュールは、モジュ
ールの後端部のところに設けられた後側多心アダプタを
更に有し、後側多心アダプタは、前側部及び後側部を有
する。光ファイバモジュールは、互いに反対側の端部の
うちの一方に沿って設けられた解除レバーを更に有し、
解除レバーは、光ファイバモジュールを光ファイバ機器
トレーから取り外すためにラッチ解除部を作動させるよ
う構成され、解除レバーの少なくとも一部分は、前端部
、後端部、及び互いに反対側の側部によって画定された
領域の中心に向かって側方内方に撓む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバモジュールであって、前端部、後端部、及び互いに反対側の側部を有し、前
記前端部、前記後端部、及び前記互いに反対側の側部は、これらの間に領域を画定し、前
記光ファイバモジュールは、
　前記前端部のところで幅方向に配置された単心光コネクタ用アダプタの直線アレイを有
し、前記単心光コネクタ用アダプタの各々は、前側部及び後側部を有し、
　前記モジュールの前記後端部のところに設けられた後側多心アダプタを有し、前記後側
多心アダプタは、前側部及び後側部を有し、
　前記互いに反対側の側部のうちの一方に沿って設けられた解除レバーを有し、前記解除
レバーは、前記光ファイバモジュールを光ファイバ機器トレーから取り外すためにラッチ
解除部を作動させるよう構成され、
　前記解除レバーの少なくとも一部分は、前記前端部、前記後端部、及び前記互いに反対
側の側部によって画定された前記領域の中心に向かって側方内方に撓む、光ファイバモジ
ュール。
【請求項２】
　前記単心光アダプタの直線アレイは、８個の単心コネクタを支持する、請求項１記載の
光ファイバモジュール。
【請求項３】
　前記ハイブリッド光ファイバモジュールの前記前端部と前記後端部との間に部分的に延
びるハウジングを更に有し、前記ハウジングは、取り付け構造体を有する、請求項１記載
の光ファイバモジュール。
【請求項４】
　前記ハウジングは、前記複数の光ファイバを包囲したエンクロージャを有する、請求項
３記載の光ファイバモジュール。
【請求項５】
　前記前側多心アダプタは、前記エンクロージャの外側に設けられている、請求項４記載
の光ファイバモジュール。
【請求項６】
　前記前側多心アダプタの前記後側から前記ハイブリッド光ファイバモジュールの前記後
端部まで延びる少なくとも１つの貫通チャネルを更に有する、請求項１記載の光ファイバ
モジュール。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの貫通チャネルの近くに設けられた少なくとも１つのケーブル管理
特徴部を更に有し、前記少なくとも１つのケーブル管理特徴部は、前記光ファイバケーブ
ルを前記チャネル内に保持するよう構成されている、請求項６記載の光ファイバモジュー
ル。
【請求項８】
　前記単心光コネクタ用アダプタは、ＬＣ光ファイバアダプタを含む、請求項１記載の光
ファイバモジュール。
【請求項９】
　前記前側多心アダプタの前記後側のための指接近用切欠きを更に有する、請求項１記載
の光ファイバモジュール。
【請求項１０】
　前記ハイブリッド光ファイバ組立体は、トレー幅の１／４以下を用いてトレー中に取り
付けられるよう構成されている、請求項１記載の光ファイバモジュール。
【請求項１１】
　前記ハイブリッド光ファイバ組立体は、１／３Ｕ‐スペース以下の高さを有する、請求
項１記載の光ファイバモジュール。
【請求項１２】
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　光ファイバモジュールであって、
　前側部を備えたハウジングを有し、
　前記前側部内で幅方向にＢＡＳＥ‐８形態をなして配置された光ファイバアダプタの直
線アレイを有し、前記光ファイバアダプタは、前記光ファイバアダプタと前記光ファイバ
組立体の後側部との間に光接続された複数の光ファイバを支持するよう構成され、
　互いに反対側の側部のうちの一方に沿って設けられた解除レバーを有し、前記解除レバ
ーは、前記光ファイバモジュールを光ファイバ機器トレーから取り外すためにラッチ解除
部を作動させるよう構成され、
　前記解除レバーの少なくとも一部分は、前記前端部、前記後端部、及び前記互いに反対
側の側部によって画定された前記領域の中心に向かって側方内方に撓み、
　前記光ファイバモジュールは、トレー幅の１／６以下を用いてトレー内に取り付けられ
るよう構成されている、光ファイバモジュール。
【請求項１３】
　前記光ファイバアダプタの直線アレイは、８個のＬＣ接続部を支持している、請求項１
８記載の光ファイバモジュール。
【請求項１４】
　前記モジュールは、前記後側部から延びるアダプタを有する、請求項１８記載の光ファ
イバモジュール。
【請求項１５】
　前記モジュールは、前記後側部から延びるピグテールを有する、請求項１８記載の光フ
ァイバモジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容、即ち本発明は、光ファイバ接続組立体、特にｂａｓｅ‐８ファイバ技術の
ための光ファイバ接続組立体ハードウェア及びモジュールに関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、全てが２０１４年８月２９日に出願された米国特許仮出願第６２／０４３，７
９４号、同第６２／０４３，７９７号、及び同第６２／０４３，８０２号並びに２０１５
年３月１３日に出願された米国特許仮出願第６２／１３２，８７２号に関する３５．Ｕ．
Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の権利を主張する出願であり、これら米国特許仮出願の
各々を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　今日における光ファイバケーブル布線のためにデータセンタでは２つの主要な伝送形態
が用いられている。デュプレックス（例えば、２心）技術は、互いに対をなした専用の送
受信光チャネルを用い、パラレル（並列）多心技術（例えば、８心技術）は、多数の光チ
ャネルを用いて信号を伝送し、速い速度で伝送するために多数の光チャネルを再結合する
。例えば、パラレル１００‐ギガビットリンクを１０個のパラレル１０‐ギガビットレー
ンに沿って伝送することができ、多数の１０‐ギガビット信号は、パラレルチャネルから
再結合される。多くの顧客は、ネットワーク管理要件及び互いに異なるプロトコル速度で
のリンクコストに応じて、ネットワーク内において互いに異なる場所でこれら互いに異な
る伝送形態相互間を行き来したいと望んでいる。既存のパラレル技術は、ＭＴＰ型コネク
タを必要とし、このコネクタは、１２心を保持するよう設計されている。
【０００４】
　同様に、現行のデュプレックス技術は又、ＭＰＯ／ＬＣブレークアウトモジュールと一
緒に１２心ＭＰＯ中継ケーブル布線を配備している。デュプレックス技術では、ＭＰＯコ
ネクタの複数の光チャネルは、ＬＣ接続部を備えたモジュールを用いて個々の光チャネル
に分けられる。その結果、光チャネルの全ては、モジュールの前のところに設けられるＬ
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Ｃポートとして接近可能である。しかしながら、これらのネットワーク技術によっては、
融通性がシステムをデュプレックス伝送技術からパラレル伝送技術に、又、パラレル伝送
技術からデュプレックス伝送技術に容易に移すことができない。さらに、ネットワークの
ために、他のファイバ心線数、例えば８心技術が必要とされると、４心がダークのままで
あることを余儀なくされるか、変換モジュールが採用されなければならず、１２心光ネッ
トワークのためのファイバ利用率に直面する場合がある。これらはいずれも、ネットワー
クシステムの費用、複雑さ及び減衰量が増大する場合がある。
【０００５】
　デュプレックス伝送からパラレル伝送への移行のための既存の技術は、ＭＰＯパネルを
備えた現行のＭＰＯ‐ＬＣモジュールの煩わしい交換を想定している。しかしながら、必
要な場合にデュプレックス伝送に容易に戻せる必要性も又存在する。この移行は、難題と
なる場合があり、結果的に、移行のための大幅なダウンタイムが生じる場合がある。例え
ば、デュプレックス又はパラレル伝送がそのキャビネットで必要である場合、（そのキャ
ビネット内に配置されたサーバに基づいて）ユーザは、予備知識なしでデータセンタスペ
ース内でキャビネットをケーブル布線する。加うるに、新しいトランシーバ技術が市場で
は常時進歩しており、かくして、パラレルケーブル布線を必要とする場合のある今日の特
定のデータレートは、同じデータレートで将来新たなデュプレックストランシーバで置き
換えられる場合がある。かくして、ネットワークオペレータが光ネットワーク内の幾つか
の場所でデュプレックス伝送からパラレル伝送に、又、パラレル伝送からデュプレックス
伝送に容易に移行することができるようにするケーブル布線及びネットワークインフラス
トラクチャにおける融通性が要望されている。
【発明の概要】
【０００６】
　本願は、今日の業界で用いられている標準１２心接続部ではなく、８心ＭＰＯコネクタ
に関するエンド・ツー・エンド（end-to-end）技術を開示する（ＭＰＯコネクタ、例えば
ＭＴＰコネクタはそれ自体、現行の１２心コネクタ型フェルール形態で８つの穴しか備え
ていない又は装入８心しか備えていない新型の８心成形フェルールであり、このコネクタ
は、ＢＡＳＥ‐８形態である）。本発明の技術的思想を、１‐Ｕラックスペースフットプ
リントを有するシャーシに関して説明するが、技術的思想の全ては、例えば、同じ密度を
有するが、支持される光接続部の数を４倍にする４‐Ｕラックスペースフットプリントを
有するシャーシに拡張できる。ハウジングの他の寸法（例えば、５‐Ｕ、８‐Ｕ等）を本
発明の範囲から逸脱することなく利用することができることが想定されている。
【０００７】
　全体が図１Ａ～図５に示されている機器は、ＭＰＯコネクタ１個当たり８本の光ファイ
バを用いた幹線ケーブルを想定している。幹線ケーブルは、ＭＰＯコネクタを直接コネク
タ接続することができる８心サブユニットを利用する場合がある。この技術は又、ＬＣデ
ュプレックス接続性を利用した１／３Ｕトレー内に最高４８本の光ファイバの使用を可能
にする新型の光ファイバ機器、例えば８心モジュールを想定している。換言すると、光フ
ァイバ機器、例えばモジュール、パネル組立体及びハイブリッドモジュールは、シャーシ
内に積み重ね状態の高密度のトレーのために１／３Ｕ‐スペース以下である高さを有する
のが良い。ＢＡＳＥ‐８モジュールを用いた機器トレー及びパラレル伝送からデュプレッ
クス伝送への移行のための他の光ファイバ機器も又開示される。
【０００８】
　開示するコンポーネント及び光ネットワーク技術は、ＢＡＳＥ‐１２形態を有する従来
型光ネットワーク技術と比較して幾つかの利点をもたらす。例えば、本機器は、１００％
光ファイバ利用度をもたらすと共に、デュプレックス技術からパラレル８心技術に変換す
る際にリンク減衰性能を維持する。
【０００９】
　光ファイバ機器は、トランシーバチャネルの本数に直接マッチする小さなＭＰＯインク
リメントを用いることによって、デュプレックス光ファイバリンクと８心パラレルリンク
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との間の単純な移行経路を提供し、伝送のためのデュプレックスリンクとパラレルリンク
との間の移行が移行中に少ないデュプレックスクライアントを妨害しない状態で起こるこ
とができるようになっている。
【００１０】
　全体が図６及び図７に示されている別の実施形態は、ピグテール状の設計によりＭＰＯ
／ＬＣモジュールの後部上でＭＰＯを延長させ、これを前側平面内で相互接続することが
できるようにすることを想定している。モジュールのこのＭＰＯピグテール又はＭＰＯジ
ャンパは、ハードウェアを介して（パネル組立体又はハードウェア内の貫通チャネル設計
例により）多心アダプタ内での接続のために前端部（フロントエンド）内に引き回される
。ＭＰＯコネクタの複数を利用した幹線は、光ファイバ機器内のパネル組立体で終端し、
かくして、ＭＰＯは、光ファイバ機器の前端部内の８心リンクに利用できる。２心リンク
が必要な場合、ピグテール付きのモジュールが取り付けられ、レッグがハードウェアを通
ってパネル内のＭＴＰ内に相互接続されるべき前側平面に通される。２心リンクがもはや
必要でない場合、モジュールのピグテールを外し、８ｆポートを自由にする（ピグテール
モジュールは、２ｆ接続性に戻る将来の経路としてハウジング内に残るのが良い）。同様
に、モジュールからパネル組立体への相互接続は、ＭＰＯジャンパケーブルを用いて実施
できる。
【００１１】
　ピグテール付きのモジュールのための追加の用途は、スパイン・リーフアーキテクチャ
（spine and leaf architecture）のためであり、多くの場合、ネットワーク内により多
くのサーバを入れるために１０Ｇメッシュを作るよう、４０Ｇポートが用いられる。これ
により、パッチフィールドを作ると共にメッシュをジャンパで完全にすることができる。
【００１２】
　別の実施形態は、２つの問題を解決するのを助けることができる８心ピグテール付きモ
ジュールを想定している。第１は、高密度デュプレックスポートのようにパラレルポート
を可動させる要望である。この応用例は、（４）１０Ｇポートのように４０Ｇポートを可
動させる能力である。この用途における主要な課題のうちの１つは、多心ポートの構造化
ケーブル布線が構造化ケーブル布線内のデュプレックスコネクタに分けられなければなら
ないということにある。現行の用途は、８心ハーネスを購入してこれらのパネル中にプラ
グ接続することを含む。この技術は、パラレルポートに直接プラグ接続でき、そして１つ
のハードウェアのところに設けられたＬＣコネクタとして存在することができる８心ピグ
テール付きモジュールを提供することによって良好に解決できる。各ＬＣブレークアウト
モジュールは、シングルパラレル４チャンネルパラレルポートを表す（１．５パラレルポ
ートを表さなければならない現行の１２ｆブレークアウトパネルに代えて、それ故、ポー
トのクリーン／論理ブレークアウトではなく）。
【００１３】
　開示するコンポーネント、光ファイバ機器及び組立体は又、シャーシ、トレー、又は光
学ハードウェアの前側部からのパラレルリンクとデュプレックスリンクの切り替えを支援
することができる。この場合も又、ピグテールは、現行のＭＰＯをバックプレーンから延
長させ、そしてパネル組立体を通って前側平面が幹線に結合する。これは、デュプレック
スポートとパラレルポートを変換する際に幹線ケーブルコネクタ（後側に位置する）を動
かす必要なく、前側平面のところにパラレルポートとデュプレックスポートの両方を提供
するという目的を達成する。加うるに、リンク内に導入される追加の損失はない。
【００１４】
　この技術は、次のように幾つかの利点を提供する。
【００１５】
　‐デュプレックスリンクとパラレルリンクを切り替える能力が光ファイバハウジングの
前を形成する。バックプレーンＭＰＯケーブル布線は、定位置に位置したままであること
ができ、ネットワークオペレータは、ハウジングの前からデュプレックスリンクとパラレ
ルリンクを互いに容易に移行させることができる。
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【００１６】
　‐高密度低速ポートのように働くよう動作されている高心線数パラレルポートのブレー
クアウトが綺麗であり且つ単純であること。この用途は、４デュプレックス１０Ｇポート
のようにパラレル４０Ｇポートを動作させることである。この８心ピグテール付きモジュ
ールにより、この動作が起こり、ＭＰＯピグテールがポート中に直接プラグ接続してＬＣ
デュプレックスコネクタがハードウェア、例えば、トレー、シャーシ又は光ファイバ機器
の前端部（フロントエンド）のところに提供され、それにより１０Ｇポートがデータセン
タ内の所望の場所まで動く。この融通性は、パラレルポートを遅い速度の高密度デュプレ
ックスポートとして可動させるという価値に寄与している。
【００１７】
　全体が図８～図１０Ｃに示されている別の実施形態は、単一のＢＡＳＥ‐８　ＭＰＯア
ダプタを有するハイブリッドモジュールを想定しており、従って、ネットワークオペレー
タは、パラレル光回路に移る際にＭＰＯ／ＬＣモジュールからＭＰＯアダプタに移行する
ことができる。このハイブリッドモジュールにより、ネットワークオペレータは、機器／
ハードウェア、例えばトレーがデュプレックス伝送に戻ることが必要な場合及び時期に機
器／ハードウェア、例えばトレー内にスロットを保持することができる。
【００１８】
　この開示内容の背後にある技術的思想は、組み合わせ型デュプレックス・パラレルハイ
ブリッドモジュールを作り、これにより、顧客がハイブリッドモジュールの幾つかの場所
相互間で幹線経路のコネクタを単に動かすことによって互いに異なる伝送を互いに移行す
ることができることにある。この方式の一変形例は、ＭＰＯコネクタをＭＴＰ／ＬＣモジ
ュールからの幹線からＭＴＰパネル中に動かすことである。
【００１９】
　このハイブリッドモジュールの利点は、立案及びケーブル布線移行が容易であることで
ある。一シャーシ実施例では、トレーの各スロットは、トレー内のそのスロット位置に専
用の単一ＭＰＯコネクタを有する。このＭＰＯは、モジュールの後部内にロードされてデ
ュプレックス伝送のためにＬＣ接続性にブレークアウトし（４～６デュプレックスリンク
を作る）又は単一パラレルチャネルを考慮に入れて前側平面のところでＭＰＯアダプタ内
に配置される。機器がキャビネット内に配置されてデータレート及び伝送技術が定められ
ると、ユーザは、用途に基づいてデュプレックス位置かパラレル位置かのいずれかの位置
でスロットごとに各ＭＴＰを動かす。かくして、ネットワークオペレータは、モジュール
を日付１又は日付２でモジュールをパネルで置き換える必要がない。と言うのは、両方の
オプションが日付１で各モジュールスロット内において利用できるからである。
【００２０】
　追加の特徴及び追加の利点は、以下の詳細な説明に記載されており、部分的には、明細
書から当業者には容易に明らかであり又は書面による説明及び特許請求の範囲並びに添付
の図面に記載されている実施形態を実施することによって認識されよう。
【００２１】
　理解されるべきこととして、上述の概要説明と以下の詳細な説明の両方は、例示に過ぎ
ず、特許請求の範囲に記載された本発明の性質及び特性を理解するための概観又は構想を
提供することを意図している。添付の図面は、更に深い理解を提供するために含まれてお
り、そして本明細書に組み込まれてその一部をなしている。図面は、１つ又は２つ以上の
実施形態を示しており、本明細書と一緒になって、種々の実施形態の原理及び作用を説明
するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】一実施形態としてのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュールの図である。
【図１Ｂ】ＢＡＳＥ‐８形態を有するＭＰＯパネル及びＬＣモジュールを示す図である。
【図１Ｃ】ＢＡＳＥ‐８形態を有するＭＰＯパネル及びＬＣモジュールを示す図である。
【図２Ａ】トレーの単位幅当たりの図１Ａに示されている６個の光ファイバモジュール（
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又はパネル）を支持するようになった機器トレーの斜視図である。
【図２Ｂ】トレーの単位幅当たりの図１Ａに示されている６個の光ファイバモジュール（
又はパネル）を支持するようになった機器トレーの平面図である。
【図３Ａ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａ及び図２Ｂの機器トレーの斜視
図である。
【図３Ｂ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａ及び図２Ｂの機器トレーの正面
図である。
【図３Ｃ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａ及び図２Ｂの機器トレーの平面
図である。
【図３Ｄ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａ及び図２Ｂの機器トレーの側面
図である。
【図４】ＢＡＳＥ‐１２光ファイバモジュール及び機器トレーと比較した、図２Ａ及び図
２ＢのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュール及び機器トレーの比較結果を示す図である。
【図５】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられたＢＡＳＥ‐８及びＢＡＳＥ‐１２機器ト
レーの組み合わせを示す図である。
【図６】１対の前側多心アダプタを有する光ファイバパネル組立体及び少なくとも１本の
光多心ケーブルを挿通状態で受け入れるよう構成された貫通チャネルを示す図である。
【図７】図１ＡのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュールと一緒に図６の光ファイバパネル組
立体を支持する機器トレーを示す図である。
【図８】ＢＡＳＥ‐１２サイズの機器トレー内に組み込み可能にＢＡＳＥ‐１２フォーム
ファクター（形状係数、form factor）内に配置された８心光モジュール部分及び多心貫
通部分を備えたハイブリッド光ファイバモジュールを示す図である。
【図９】図８のハイブリッド光ファイバモジュールを支持した機器トレーを示す図である
。
【図１０Ａ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの斜視図である。
【図１０Ｂ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの正面図である。
【図１０Ｃ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの平面図である。
【図１０Ｄ】或る特定の開示した実施形態と一致した互いに異なる４‐Ｕシャーシ具体化
例の前側から見た斜視図である。
【図１０Ｅ】或る特定の開示した実施形態と一致した互いに異なる４‐Ｕシャーシ具体化
例の前側から見た斜視図である。
【図１１Ａ】或る特定の開示した実施形態と一致したＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュール
の変形実施形態の後部の斜視図である。
【図１１Ｂ】或る特定の開示した実施形態と一致したＢＡＳＥ‐８光ファイバパネルの変
形実施形態の前部の斜視図である。
【図１２】或る特定の開示した実施形態に従ってトレー上で使用できる例示の取り付けレ
ールの斜視図である。
【図１３】或る特定の開示した実施形態と一致した図１２の例示の取り付けレールを備え
た例示のトレーの斜視図である。
【図１４Ａ】或る特定の開示した実施形態としての例示のトレーの正面から見た斜視図で
ある。
【図１４Ｂ】或る特定の開示した実施形態としての例示のトレーの平面図である。
【図１４Ｃ】或る特定の開示した実施形態としての例示のトレーの拡大図である。
【図１５】或る特定の開示した実施形態と一致して伸長（「引き出し」）位置にある下側
トレー及び完全引っ込み（「収納」）位置にある上側トレーを含む例示のシャーシ組立体
の平面図である。
【図１６Ａ】或る特定の開示した実施形態に従って機器トレーの具体化例で用いられる金
属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。
【図１６Ｂ】或る特定の開示した実施形態に従って機器トレーの具体化例で用いられる金
属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。



(8) JP 2017-529548 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

【図１７】或る特定の開示した実施形態と一致してレール案内及びジャンパ引き回し案内
を有する例示の機器トレーの前から見た等角斜視図である。
【図１８】或る特定の開示した実施形態による例示のジャンパ引き回し案内の横から見た
斜視図である。
【図１９Ａ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの正面
から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２に関する）である。
【図１９Ｂ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの概略
配線図（ＢＡＳＥ‐１２について）である。
【図１９Ｃ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの概略
配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である。
【図２０Ａ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢＡＳＥ‐１２及びＢＡＳＥ‐
８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図である。
【図２０Ｂ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢＡＳＥ‐１２及びＢＡＳＥ‐
８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの概略配線図である。
【図２１Ａ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐
１２について）である。
【図２１Ｂ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の概略配線図（ＢＡＳＥ‐１２につ
いて）である。
【図２１Ｃ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の概略配線図（ＢＡＳＥ‐８につい
て）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本願は、シャーシに可動的に取り付け可能な機器トレー内に設けることができるＢＡＳ
Ｅ‐８モジュール、光ファイバパネル組立体、及びハイブリッド光ファイバモジュールを
開示する。開示する組立体は、光ネットワークをデュプレックス伝送と８心パラレル伝送
との間で容易且つ迅速に移行させる能力を提供する。ＢＡＳＥ‐８形態は、広く配備され
ている布設ＢＡＳＥ‐１２光ネットワークとは異なっている。さらに、ＢＡＳＥ‐８コン
ポーネント及び組立体は、光ネットワークにおいてデュプレックス伝送とパラレル伝送と
の間の迅速且つ容易な移行経路を必要とする場合に光ファイバの利用率を向上させること
ができる。
【００２４】
　従来技術では、パラレル伝送のために８心リンクに変換する場合、現行のＭＰＯ／ＬＣ
ブレークアウトデュプレックスモジュールをＭＰＯパネル／モジュールで置き換える。し
かしながら、ネットワーク要件が変わった場合、例えば、新型の低帯域幅機器がキャビネ
ット内に配置された場合、又は２心デュプレックス接続性しか必要としない新技術が発展
した場合に必要とされるように２心リンクに変換して戻るための融通性が要望されている
。それ故、デュプレックス伝送システムと８心パラレル伝送システムとの間で容易に変換
する能力が望ましく、これは、従来のネットワークでは現在のところ利用できない。一実
施形態は、ＢＡＳＥ‐８形態を有する光ファイバ機器を取り付けるトレーに関する。例え
ば、ＢＡＳＥ‐８形態を有する光ファイバ機器は、モジュールであっても良く、パネル組
立体であっても良く、ハイブリッドモジュールであっても良く、或いは他の適当な光ファ
イバ機器であって良い。
【００２５】
　本明細書に用いられるＢＡＳＥ‐８という表現は、コンポーネントが８本の光チャネル
の伝送を支援し、１２心コネクタではなく８心コネクタに結合することを意味している。
したがって、光チャネルの全ては、未使用の光ファイバがない状態でデュプレックス伝送
とパラレル伝送との間で移行するために使用できる。技術的思想は、８心ポート、例えば
ＭＰＯポート及び単心コネクタを支持する光ファイバポート、例えばＬＣポートを備えた
状態で示されている。開示する光ファイバ機器及び組立体をトレー内に固定して支持する
のが良く、トレーをシャーシ内に固定して支持するのが良い。さらに、光ファイバ機器は
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、オプションとして、トレーに取り付けられたときにトレーに対して動いても良い。同様
に、トレーは、オプションとして、シャーシに取り付けられたときにシャーシに対して動
いても良い。
【００２６】
　本発明は、８心パラレルトランシーバに必要なチャネルとマッチするようコネクタ及び
アダプタ内への８心単位の使用を利用したあらかじめ成端処理される技術に関する。これ
は、今日の光ネットワークで用いられている従来型１２心及び２４心を利用した技術とは
対照的である。本発明の開示には、８心ユニットを備えた幹線ケーブル、８本の光ファイ
バしか実装されていないＭＰＯコネクタ又は他の適当なコネクタ、及びＢＡＳＥ‐８光フ
ァイバ機器、例えばＭＰＯ‐ＬＣ光ファイバモジュール、光ファイバパネル組立体及びハ
イブリッド光ファイバモジュールが含まれる。
【００２７】
　一般的に言って、モジュールは、内部チャンバを備えたエンクロージャを有し、これに
対し、パネル組立体は、エンクロージャを備えない。光ファイバハーネスが代表的にはモ
ジュールを保護するためにモジュールの内部チャンバ内に取り付けられる。パネル組立体
は、前端部のところに設けられた前側パネルを含む光接続部、例えば光ファイバパネル組
立体のために使用でき、光ファイバアダプタの直線アレイがＢＡＳＥ‐８形態で前側パネ
ル内に幅方向に配置される。さらに、ＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器、例えば光ファイバパ
ネル組立体又はモジュールがトレー幅の１／６以下を用いたトレー内にコンパクトに収納
されるのが良い。別の実施形態では、光ファイバパネル組立体は、光ファイバパネル組立
体の前端部のところに設けられた第１及び第２の多心アダプタ及び後側部のところに設け
られた少なくとも１つの貫通チャネルを含む。光ファイバ機器の別の部品は、８個のＬＣ
接続部のための接続部及び前端部のところに位置する８心ＭＰＯ接続部を支持したハイブ
リッド光ファイバモジュールであり、このハイブリッド光ファイバモジュールは、ネット
ワーク内に迅速且つ容易な移行ノードをもたらす。
【００２８】
　図１Ａは、ＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュール１０（以下、モジュール１０という）を
示し、図２Ａ及び図２Ｂは、モジュール１０を用いた機器トレー１００（以下、トレーと
いう）を示している。図１Ｂ及び図１Ｃは、それぞれ、トレー内に同一のポートを用いた
本明細書において開示するトレー及びシャーシ内にも利用できるＢＡＳＥ‐８・４ポート
ＭＴＰパネル組立体５０及びＢＡＳＥ‐８ＬＣパネル組立体６０を示しており、それによ
り１／３Ｕトレー内に２４ポートＭＰＯ密度を実施可能にし又はトレー内にＬＣ‐ＬＣ接
続性を実施可能にする。
【００２９】
　図３Ａ～図３Ｄは、トレーを受け入れて支持するシャーシ３００を示している。トレー
及び他の機器の使用が１‐Ｕスペースシャーシに関して示されているが、技術的思想は、
これよりも大きなシャーシ、例えば２‐Ｕ、４‐Ｕ等に利用できる。図４及び図５は、開
示するＢＡＳＥ‐８機器が又、シャーシ、例えばシャーシ３００′の既存の取り付けベー
スと下位（後方）互換性を有することを示している。図６及び図７は、光ファイバパネル
組立体をトレー１００′内に受けるその使用と一緒に示している。図８～図１０は、幹線
ケーブルコネクタのための２つの互いに異なる接続場所を提供することによってデュプレ
ックス伝送からパラレル伝送への移行のためのハイブリッド光ファイバモジュールをトレ
ー及びシャーシ内におけるその使用と一緒に示している。
【００３０】
　図１Ａは、８個の光接続部を支持したＢＡＳＥ‐８モジュール１０を示している。モジ
ュール１０は、前端部１２及び後端部（リアエンド）１４を有し、光ファイバアダプタ１
８の直線アレイが前端部１２のところに設けられている。これらアダプタは、ＢＡＳＥ‐
８形態をなして前側部内に幅方向に配置されている。アダプタ１８は、ＬＣアダプタであ
るのが良く、かかるアダプタは、モジュール１０内に光ハーネス（見えない）相互間の光
接続部を支持している。この実施形態は、全部で８個のＬＣのための４個のデュプレック
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スＬＣアダプタを有するが、これらアダプタは、他の変形例、例えば４個のＬＣ又は８個
のＬＣ内に集団化されるのが良い。
【００３１】
　モジュール１０は、内部キャビティを備えたエンクロージャ（符号は付与されていない
）を有する。ハーネスは、光ファイバアダプタ１８の直線アレイと光ファイバ組立体の後
側部との間に光学接続された複数の光ファイバを有する。例えば、ＭＰＯアダプタ１６が
幹線ケーブルの８心コネクタとの接続に適した後端部１４のところに配置されている。し
かしながら、モジュール１０の他の変形例、例えば図７にモジュール１０′で示されてい
る光接続のために後端部１４から延びている例えばピグテールが可能である。
【００３２】
　モジュール１０は、モジュールを以下に説明するようにトレーに取り付けるためのレー
ル２２を更に有する。モジュールは、オプションとして、選択的にモジュールをトレーか
ら取り出したりモジュールをトレーに固定したりするためのレバー２４を更に有するのが
良い。例えば、レバー２４を内方に押してラッチ（符号は付与されていない）をトレーの
支持レールから解除することによってラッチ（符号は付与されていない）を外す。レバー
２４を内方に押すのを容易にするために、指フック（符号は付与されていない）がレバー
２４に隣接して又はこの近くに設けられ、従って、レバー２４を容易に引くことができ、
そしてレバー２４を指フックに向かって引き寄せ、それによりラッチをトレーの支持レー
ルと関連した対応の固定機構体に対して側方に変位させてモジュールをトレーから摺動可
能に外すことができるようにする。
【００３３】
　図２Ａ及び図２Ｂは、光ファイバ機器を取り付けるトレー１００を示している。トレー
１００は、開示したようなシャーシ内に又は他の適当な機器内に取り付けられるのが良い
。本明細書で用いられる「取り付け」という用語は、トレー１００をシャーシに永続的に
、半永続的に、一時的に且つ／或いは取り外し可能に結合するのに適した任意のコンポー
ネント又はコンポーネントの部分を指している。一実施形態では、「取り付け」は、永続
的な又は半永続的な締結具、例えばリベット、ボルト、ねじ又は一構造体を別の構造体に
締結するための任意他の適当な機構体（又はこれらの組み合わせ）を用いてトレー１００
をシャーシに固定することによって実施されるのが良い。代替的に又は追加的に、「取り
付け」は、トレー１００をシャーシに固定するための一時的な又は非永続的な技術を含み
又は具体化しても良い。例えば、或る特定の例示の実施形態では、取り付けは、クリップ
、プルタブ、取り外し可能なリベット、プレスクリップ、クリスマスツリー型クリップ、
プッシュナット締結具、又はトレー１００をシャーシに取り外し可能に結合するのに適し
た任意他の形式の締結具を用いて実施できる。「取り付け」は又、トレー１００をシャー
シに摺動可能に結合するのに適した任意のコンポーネント又はコンポーネントの組み合わ
せを含み又は具体化しても良い。例えば、トレー１００は、シャーシに結合された案内レ
ールによりシャーシに取り付けられても良く、案内レールは、トレー１００の対応のレー
ルコンポーネントに結合されると、トレー１００を支持すると共に案内し、それによりシ
ャーシに対するトレー１００の前後方向並進を可能にする。
【００３４】
　トレー１００は、複数のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するベース１０２を有する
。例えば、トレーは、モジュール１０及び／又はパネル組立体４００（図６）を有するの
が良い。トレーは、トレー１００をシャーシ内に可動的に取り付けるためのベース１０２
の１本又は２本以上の支持レール１０４を有する。トレーは、複数のＢＡＳＥ‐８光ファ
イバ機器をトレー１００に可動的に取り付けるためのベースの複数の機器支持レール１０
６を更に有する。支持レール及び／又は機器支持レールは、モジュラーコンポーネントで
あっても良く、或いは、所望に応じてトレーのベースと一体に形成されても良い。
【００３５】
　ベース１０２は、少なくとも５個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を幅Ｗ方向に支持する
よう構成されている。トレー１００は、１／３Ｕ‐スペース以下の高さＨを有する。トレ
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ーは、ＢＡＳＥ‐８形態で１／３Ｕ‐スペース当たり３２個を超える光ファイバ接続部、
少なくとも４０個の光ファイバ接続部、及び４８個の光ファイバ接続部の接続部密度を支
持することができる。
【００３６】
　図２Ａ及び図２Ｂに示されているように、トレーは、幅Ｗ方向に少なくとも６個のＢＡ
ＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するよう構成されている。かくして、モジュール１０は、
トレー幅Ｗの１／６以下を用いてトレー１００内に取り付けられるよう構成されている。
開示するトレーは、例えば図５に示されているシャーシの既存の据え付けられたベース内
に据え付け可能であるよう設計されているのが良く、それによりＢＡＳＥ‐８光ファイバ
機器を支持する第１のトレー及びＢＡＳＥ‐１２光ファイバ機器を支持する第２のトレー
を有するハイブリッドシャーシが形成される。
【００３７】
　図３Ａ～図３Ｄは、複数のトレーを受け入れると共に支持する光ファイバ機器シャーシ
３００（以下、シャーシという）を示している。図示のように、シャーシ３００は、シャ
ーシ内に取り付けられた複数のトレー１００を有する。複数のトレーが収納されているシ
ャーシは、一Ｕ‐スペース当たり９６個を超える光ファイバ接続部、一Ｕ‐スペース当た
り少なくとも１２０個の光ファイバ接続部、又は一Ｕ‐スペース当たり少なくとも１４４
個の光ファイバ接続部の接続部密度を支持することができる。トレー１００は、これらト
レーを別個独立に動かすことができるような仕方でシャーシ３００内に可動的に取り付け
られている。さらに、これらモジュールは、トレーのベースに対して別個独立に動くこと
ができるのが良い。シャーシ３００は、トレー１００の支持レール１０４を受け入れる支
持体を有する。米国特許第８，４５２，１４８号明細書は、別個独立に並進可能なモジュ
ール及びトレーを開示し、米国特許第８，５３８，２２６号明細書は、静止位置を有する
機器案内及びレールを開示しており、これら米国特許の各々を参照により引用し、その開
示内容全体を本明細書の一部とする。
【００３８】
　一実施形態によれば、シャーシ３００は、機器ラックのための１‐Ｕスペースの標準高
さを有するのが良く、かかるシャーシは、このシャーシをラックに固定する取り付け構造
体を有する。他の実施形態によれば、シャーシは、機器ラックについて異なるサイズ、例
えば２‐Ｕ又は４‐Ｕスペース内に取り付けられるのに適した高さを有するのが良い。シ
ャーシ３００は、個々のトレー１００のための１／３Ｕ‐スペースを有する。図３Ａに示
されているように、底部トレー１００は、シャーシ３００から延び、頂部の２つのトレー
１００は、貯蔵位置にある。シャーシが２‐Ｕスペースシャーシである場合、このシャー
シは、６個のトレーを支持し、シャーシが４‐Ｕスペースシャーシである場合、このシャ
ーシは、１２個のトレーを支持する。その結果、全部で１８個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ
機器について、３つのトレー１００は各々、最大６個までのＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器
を支持することができる。図３Ｂ～図３Ｄは、シャーシ３００の他の図である。
【００３９】
　ＢＡＳＥ‐８モジュールにより、同一のＬＣデュプレックス密度をＢＡＳＥ‐１２トレ
ー及びシャーシとして達成することができるが、有利には、パネル及びＭＰＯジャンパを
用いた場合、デュプレックス伝送から８心パラレル伝送への移行を可能にするよう１００
％ファイバ利用率を可能にするよう８心ＭＰＯを利用することができる。
【００４０】
　今日市場に出ている当業界の技術は、広く配備された、ファイバ８本増におさえるＢＡ
ＳＥ‐１２及びＢＡＳＥ‐２４ファイバ技術を利用する変換モジュールを必要とするか、
ファイバの全てを利用することができるとは限らないＭＰＯ貫通パネルの使用を必要とす
るかのいずれかである。本明細書において開示する実施形態及び技術的思想は、既存の構
造化ケーブル布設技術とＢＡＳＥ‐１２形態のファイバ心線数のミスマッチを解決すると
共にトランシーバとの協働を可能にするマッチしたファイバ心線数を提供する。かくして
、本明細書において開示する実施形態及び技術的思想は、低減衰率技術と共に高密度の容
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易な変移を可能にする。
【００４１】
　図４は、モジュール１０及びトレー１００と従来型ＢＡＳＥ‐１２光ファイバモジュー
ル１及びＢＡＳＥ‐１２機器トレー３の比較結果を示している。図示のように、ＢＡＳＥ
‐１２光ファイバモジュールは、１２本のファイバの接続を必要とし、しかも１２個のＬ
Ｃポートを支持するアダプタを有する。トレー３は、図示のように４個のＢＡＳＥ‐１２
光ファイバモジュール１を支持しているのに過ぎない。ある実施形態では、トレー１００
は、トレー３と類似しており、従って、トレー１００は、ＢＡＳＥ‐８トレー及びＢＡＳ
Ｅ‐１２トレーのハイブリッド形態を支持した共通のシャーシ内に据え付け可能である。
【００４２】
　図５は、１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられたＢＡＳＥ‐８トレー１００とＢＡＳＥ
‐１２機器トレー３の組み合わせをサポートするハイブリッドシャーシ３００′を示して
いる。ハイブリッドシャーシ３００′は、所望に応じて移動、追加、及び変更を伝送プロ
トコルにもたらすために光ネットワーク内にネットワークオペレータ融通性を提供する一
方で、データセンタについてこじんまりとしていて且つ整然としたケーブル配備及び引き
回しを維持している。
【００４３】
　開示する技術的思想は、光ネットワークを改造すると共に伝送プロトコルの移行を行う
ための更なる融通性及び可能性をネットワークオペレータに提供するためにトレー内で使
用できる他のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を含む。図６及び図７は、融通性をネットワー
クオペレータに提供するためにトレー内で使用可能な他のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を
示している。図６は、少なくとも１つの前側多心アダプタ４１８及びパネル組立体４００
の前端部４０２を含む光ファイバパネル組立体４００（以下、パネル組立体という）を示
している。各多心アダプタは、前側部及び後側部を有する。アダプタの各側部は、ＢＡＳ
Ｅ‐８コネクタを受け入れる。パネル組立体４００は、少なくとも１本の光多心ケーブル
を挿通状態で受け入れるように構成された少なくとも１つの貫通チャネル４１０を含む。
パネル組立体４００は、ＢＡＳＥ‐８トレー内で使用でき、このパネル組立体は、トレー
幅の１／６以下を用いてトレー内に取り付け可能であるが、パネル組立体は又、所望なら
ばＢＡＳＥ‐１２トレー３内に嵌まり込むよう寸法決め可能である。さらに、パネル組立
体は、シャーシの一部であっても良く、このパネル組立体は、一Ｕ‐スペースの１／１２
以下を占め、例えば、パネル組立体は、シャーシの一部をなすのが良く、このパネル組立
体は、一Ｕ‐スペースの１／１８以下を占める。
【００４４】
　パネル組立体４００は、ＢＡＳＥ‐８コネクタをアダプタ４１８に据え付けるためにパ
ネル組立体４００の下への接近を可能にする、パネルに設けられている他の特徴、例えば
指接近切欠き４２０を含むのが良い。貫通チャネル４１０は、ケーブルを上側からパネル
組立体４００中に配置することができるよう切欠き４１１を有するのが良い。さらに、貫
通チャネル４１０は、パネル組立体の前端部４０２まで延びるのが良く、この貫通チャネ
ルは、ケーブルを上側からパネル組立体４００中に配置するための第２の切欠き４１１を
有するのが良い。パネル組立体４００は、構造的支持体のためのリブ、トレー内への取り
付けのためのパネルレール４２２、レバー４２４又は他の適当な構造体又は特徴部を更に
含むのが良い。パネル組立体は、単一のパネルとして構成されても良く、或いは、パネル
組立体は、図示のようにパネル組立体４００の前側パネル４１２と後端部４０４との間に
延びるハウジング４０１を有しても良い。ハウジング４０１は、モジュールを形成するよ
う所望ならばエンクロージャを有することが可能である。
【００４５】
　パネル組立体４００は、少なくとも１つの前側パネル４１２を有し、少なくとも１つの
前側の多心アダプタ４１８が前側パネル内に設けられる。図６に示されている実施形態で
は、パネル組立体は、２つの多心アダプタ４１８のためのそれぞれの２つの前側パネル４
１２を含む。他の実施形態では、パネル組立体４００は、少なくとも３つの光ファイバア
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ダプタ４１８を含むのが良い。
【００４６】
　図７は、モジュール１０及びピグテールを備えたモジュール１０′と一緒にパネル組立
体４００を支持した機器トレー１００′を示している。トレー１００′は、トレー１００
に似ているが、このトレーにはネットワークオペレータに形態の融通性を提供するための
互いに異なるＢＡＳＥ‐８機器が装填されている。トレー１００′及びシャーシの前側部
に存在するＭＰＯ接続性を提供するために単一のトレー内にモジュール１０，１０′の使
用とパネル組立体４００の使用を組み合わせている。かくして、トレー１００′は、１／
３‐Ｕスペース内に使用できる貫通部と組み合わされたモジュール／パネル組立体を備え
たハイブリッドトレーであり、このハイブリッドトレーは、ノースカロライナ州ヒッコリ
ー所在のコーニング・オプティカル・コミュニケーションズ・エルエルシー（Corning Op
tical Communications LLC）から入手できる既存のＥＤＧＥハウジングに使用できるよう
下位（後方）互換性がある。
【００４７】
　幹線ケーブル１０１からのＭＰＯは、図示のようにそれぞれのアダプタ４１８のところ
でパネル組立体４００の後側部に接続されている。これにより、ＭＴＰがハウジングを８
心リンクに利用できるようにするようハウジングの前側平面内に提供されるようになる。
しかしながら、コネクタがブレークアウトされて、ＬＣ接続性を有することが望ましい場
合、モジュール１０′のピグテールをＭＴＰパネルの中心に通してパネルの前側部にプラ
グ接続し、それにより光ネットワーク内においてパラレル伝送からデュプレックス伝送へ
の移行を可能にする。同一の接続性は、ＭＰＯジャンパケーブルと共にモジュール１０を
用いて達成でき、ＭＰＯジャンパケーブルは、それぞれの光ファイバアダプタの前側部及
びモジュール１０の後端部に取り付けられる。
【００４８】
　使用にあたり、少なくとも１つの前側多心アダプタの後側部は、パネル組立体４００の
後端部４０４から前端部４０２に向かって延びる第１の多心光ケーブルに光学結合される
よう構成されており、少なくとも１つの前側多心アダプタの前側部は、パネル組立体４０
０の後端部４０４から前端部４０２に向かって延びて、例えばモジュール１０を用いたト
レー１００′の右側に示されている少なくとも１つの貫通チャネル４１０を通過する第２
の多心光ケーブルに光学結合されるよう構成されている。
【００４９】
　ＢＡＳＥ‐８形態に有用である他の光ファイバ機器も又開示される。図８～図１０Ｃは
、ハイブリッド光ファイバモジュール５００（以下、ハイブリッドモジュールという）を
トレー組立体６００内におけるその使用と一緒に示しており、トレー組立体６００は、シ
ャーシ７００内に据え付けられて支持されるのが良い。図示のように、ハイブリッドモジ
ュール５００は、光ファイバ機器のための４個のスロットを備えた既存のＢＡＳＥ‐１２
トレー内に嵌まり込み、このトレーは、これがハイブリッドモジュール５００を有してい
る点を除き、図４の上側部分に示されているトレーとほぼ同じである。
【００５０】
　ハイブリッドモジュール５００は、ＢＡＳＥ‐８ＭＰＯアダプタ４１８を有するハイブ
リッドモジュールの左側部及びもう一方の側部に代表的に示されているデュプレックス伝
送のためのＭＰＯ／ＬＣブレークアウト部分を両方とも有している。ハイブリッドモジュ
ール５００は、前端部５０２及び後端部５０４を有している。単心コネクタ用アダプタ４
１８の直線アレイが前端部５０２のところで幅ＷH方向に配置され、単心アダプタの各々
は、前側部及び後側部を有している。前側多心アダプタ５１８が前端部５０２のところに
設けられ、前側多心アダプタは、前側部５１８Ｆ及び後側部５１８Ｒを有している。後側
多心アダプタ５１６がモジュールの後端部５０４のところに設けられ、このアダプタ５１
６は、前側部（見えない）及び後側部５１６Ｒを有している。アダプタ５１６の前側部は
、ハイブリッドモジュール５００のエンクロージャの内部キャビティ内に設けられている
。複数の光ファイバが単心アダプタのアレイの各々の後側部と後側多心アダプタの前側部
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との間に光学的に結合されている。幹線ケーブル１０１の多心コネクタが、前側多心コネ
クタの前側部５１８Ｆに接続された多心コネクタとの光結合を可能にするよう多心アダプ
タ５１８の後側部５１８Ｒに接続されるか、単心コネクタ用アダプタの直線アレイに接続
された複数の単心コネクタとの光結合を可能にするよう後側多心アダプタ５１６の後側部
５１６Ｒに接続されるか、のいずれかが良い。図示のように、ハイブリッドモジュール５
００は、複数の光ファイバを内部キャビティ内に包囲すると共にこれらを保護するエンク
ロージャ（符号が付与されていない）を有する。図示のように、前側多心コネクタ５１８
がエンクロージャの外部に設けられている。かくして、ハイブリッドモジュールは、容易
な接近を可能にするためにトレー又はシャーシの前側部のところに位置したジャンパ接続
部がデュプレックス及びパラレル伝送をサポートし、移行が必要な場合、幹線ケーブルの
多心コネクタは、単に、ハイブリッドモジュールのもう一方のアダプタ位置に動かされる
。
【００５１】
　ハイブリッドモジュール５００は、８つの単心コネクタとして構成されている、単心ア
ダプタ１８の直線アレイを支持している。図示のように、アダプタ１８は、ＬＣポートと
して構成されているが、他のコネクタポートを備えた形態が本発明の技術的思想を用いて
可能である。ハイブリッドモジュール５００は、ハウジング５０１を有し、ハウジング５
０１は、前端部５０２と後端部５０２との間に部分的に延び、このハウジングは、取り付
け構造体を有する。例えば、ハイブリッドモジュール５００は、オプションとして、モジ
ュール１０と同様にレール５２２を有するのが良い。同様に、ハイブリッドモジュールは
、オプションとして、本明細書において説明するレバー２４と同様のレバー５２４を有す
るのが良い。
【００５２】
　ハイブリッドモジュール５００は、前側多心アダプタ５１８の後側部５１８Ｒからハイ
ブリッドモジュールの後端部５０４まで延びる少なくとも１つの貫通チャネル５１０を更
に有する。ハイブリッドモジュール５００は、オプションとして、少なくとも１つの貫通
チャネル５１０の近くに位置する少なくとも１つのケーブル管理特徴部を更に有するのが
良く、この少なくとも１つのケーブル管理特徴部は、光ファイバケーブルをチャネル内に
保持するよう構成されている。ハイブリッドモジュール５００は、前側多心アダプタの後
側部５１８Ｒのための指接近切欠き５２０を更に有するのが良い。ハイブリッドモジュー
ル５００は、図示のようにトレー幅Ｗ12の１／４以下を用いてトレー６００内に取り付け
られるよう構成されている。
【００５３】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、ハイブリッドモジュール５００がシャーシ７００内に据え付け
られると共に支持されたトレー組立体を示している。図示のように、シャーシ７００は、
シャーシ３００と同様に１／３‐Ｕトレースロットを用いて３つのトレーを収容する１‐
Ｕスペースとして高さＨを有している。図１０Ｂは、トレー６００が装填されたシャーシ
７００の正面図である。シャーシ３００と同様、シャーシ７００のトレー６００は、別個
独立に並進可能である。しかしながら、各トレー６００は、４つのハイブリッドモジュー
ル５００しか支持していない。かくして、１‐Ｕスペースを備えたシャーシは、１２個の
ハイブリッドモジュール５００を収容するに過ぎないが、１００％ファイバ利用率でデュ
プレックス伝送とパラレル伝送との間の容易な移行経路を提供し、挿入損失予算を増大さ
せない。
【００５４】
　図１０Ｄ及び図１０Ｅは、或る特定の開示した実施形態と一致する、互いに異なる４‐
Ｕシャーシ具体化例のそれぞれの前から見た斜視図である。例えば、図１０Ｄは、１２個
の１／３（又はそれ以下）Ｕ‐高さトレーを備えた４‐Ｕシャーシ具体化例を示しており
、各トレーは、６個の別個独立に並進可能なモジュールを保持するよう構成されている。
図１０Ｅは、シャーシの頂部からシャーシの底部まで垂直に位置決めされた１つ又は２つ
以上の仕切り部材を有する４‐Ｕシャーシ具体化例を示している。図１０Ｅに示されてい
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るように、仕切り部材は、個々のモジュールに摺動可能に係合するよう構成されるのが良
く、それによりトレーの必要性がなくなっている。仕切り部材の各々は、レールをモジュ
ールの側部上に支持する複数の案内レールを含み又は具体化するのが良い。
【００５５】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、それぞれ、或る特定の開示した実施形態と一致する、ＢＡＳ
Ｅ‐８光ファイバモジュール１０の変形実施形態の後部の斜視図及びＢＡＳＥ‐８光ファ
イバパネル４００の変形実施形態の前部の斜視図である。図１１Ａに示されているように
、図１Ａと同様、モジュール１０は、前端部及び後端部を有するのが良く、光ファイバア
ダプタ１８の直線アレイが前端部１２のところに設けられている。アダプタは、ＢＡＳＥ
‐８形態で前側部内に幅方向に配置されている。アダプタ１８は、ＬＣアダプタであるの
が良く、これらアダプタは、モジュール１０内の光ハーネス（見えない）相互間の光結合
を支持する。図１１Ａに示されている実施形態は、全部で８個のＬＣのための４個のデュ
プレックスＡＣアダプタを有するが、アダプタは、他の変形例、例えば４個のＬＣ又は８
個のＬＣ内に集団化されても良い。
【００５６】
　モジュール１０は、内部キャビティを備えたエンクロージャ（符号は付与されていない
）を更に有するのが良い。ハーネスは、光ファイバアダプタ１８の直線アレイと光ファイ
バ組立体の後側部との間に光結合された複数の光ファイバを有する。例えば、ＭＰＯアダ
プタ１６は、幹線ケーブルの８心コネクタとの接続に適した後端部１４のところに設けら
れている。しかしながら、モジュール１０の他の変形例、例えば光結合を可能にするため
に後端部１４から延びるピグテールが採用可能である。
【００５７】
　モジュール１０は、このモジュールを以下に説明するようにトレーに取り付けるための
レール２２を更に有する。モジュール１０は、選択的にモジュールをトレーから取り出し
たりモジュールをトレーに固定したりするためのレバー２４を更に有するのが良い。例え
ば、レバー２４を内方に押してラッチ（符号は付与されていない）をトレーの支持レール
から解除することによってラッチ（符号は付与されていない）を外す。レバー２４の作動
を容易にするため、指タブ１１１２がモジュール１０の後部に設けられるのが良く、この
指タブは、レバー２４から横に所定の距離離れたところに位置決めされるのが良い。図１
１Ａに示された例示の実施形態によれば、指タブ１１１２は、レバー２４から見てモジュ
ールの互いに反対側の側部に且つファイバアダプタ１６の外部に位置決めされるのが良く
、それによりアダプタ１６のための追加の遮蔽及び保護作用を提供する。一実施形態によ
れば、図１１Ａに示されているように、アダプタ１６（ＭＴＰアダプタとして示されてい
る）は、内部光ファイバハーネスの好都合の引き回しを可能にするようモジュール１０の
縁部寄りに位置決めされるのが良い。他の実施形態では、アダプタ１６は、特定のモジュ
ールの所望の引き回し形態に応じて、モジュール１０の後部に沿って巧妙に位置決めされ
るのが良い。
【００５８】
　レバー２４の作動の際、レバー２４と指タブ１１１２を互いに向かい合って押し、レバ
ー２４を指タブ１１１２に引き寄せ、それによりラッチをトレーの支持レールと関連した
対応の固定機構体に対して側方に変位させてモジュールをトレーから摺動可能に取り外す
ことができる。幾つかの実施形態によれば、モジュール１０は、レバー２４の側方変位を
制限してレバー２４に加えられる過剰の力を制限し又は減少させる機構体を提供するよう
レバー２４に隣接して又はこの近くに位置決めされた停止タブ１１１０を更に有するのが
良い。幾つかの実施形態では、レバー２４、指タブ１１１２又は停止タブ１１１０のうち
の１つ又は２つ以上は、１つ又は２つ以上の表面上に「ギザギザ」付きであるのがよく、
それにより作動中における良好なグリップを提供する。
【００５９】
　図１１Ｂは、例示の光ファイバパネル４４０を示している。図１１Ｂから理解できるよ
うに、パネル組立体４００は、少なくとも１つの光多心ケーブルを挿通状態で受け入れる
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よう構成された少なくとも１つの貫通チャネルを含む。パネル組立体４００は、ＢＡＳＥ
‐８トレー内に使用できると共にトレー幅の１／６以下を用いてトレー内に取り付け可能
であるが、このパネル組立体は又、所望ならばＢＡＳＥ‐１２トレー３内に嵌まり込むよ
う寸法決め可能である。さらに、パネル組立体はシャーシの一部であっても良く、このパ
ネルは、一Ｕ‐スペースの１／１２以下を占めるのが良く、例えば、パネル組立体は、一
Ｕ‐スペースの１／１８以下を占めることができる。
【００６０】
　パネル組立体４００は、パネルに設けられていてＢＡＳＥ‐８コネクタをアダプタ４１
８に据え付けるためにパネル組立体４００の下への接近を可能にする他の特徴部、例えば
指接近切欠き（図１１Ｂに明示的には示されていない）を有するのが良い。貫通チャネル
は、ケーブルをパネル組立体４００内に上側から配置することができるよう切欠きを有す
るのが良い。さらに、貫通チャネルは、パネル組立体の前端部まで延びるのが良く、この
貫通チャネルは、ケーブルをパネル組立体４００内に上側から配置するための第２の切欠
きを有するのが良い。パネル組立体４００は、構造的支持のためのリブ、トレー内への取
り付けのためのパネルレール４２２、レバー４２４、停止タブ１１１０、及び／又は指タ
ブ１１１２又は他の適当な構造体若しくは特徴部を更に含むのが良い。レバー４２４、停
止タブ１１１０、及び指タブ１１１２は、図１１Ａを参照して上述したのと同様に機能す
る。パネル組立体は、単一パネルとして構成されても良く、或いは、図示のようにパネル
組立体４００の前側パネルと後端部との間に延びるハウジングを有しても良い。ハウジン
グは、モジュールを形成するよう所望ならばエンクロージャを有することが可能である。
【００６１】
　パネル組立体４００は、少なくとも１つの前側パネルを有するのが良く、少なくとも１
つの前側多心アダプタ４１８が前側パネル内に設けられる。図１１Ｂに示された実施形態
では、パネル組立体は、４つの多心アダプタ４１８についてそれぞれ４つの前側パネルを
有する。他の実施形態では、パネル組立体４００は、３枚以下又は５枚以上のパネルを含
むのが良い。
【００６２】
　図１２は、或る特定の開示した実施形態に従って、トレー１００で用いられる例示の取
り付けレール１０６の斜視図である。図１３は、或る特定の開示した実施形態に一致する
、図１２の例示の取り付けレール１０６を備えた例示のトレー１００の斜視図である。図
１２の実施形態に示されているように、取り付けレール１０６の垂直ビームの下面で取り
付けレール１０６の前のところの左側縁部と右側縁部との両方上に設けられた溝１２２０
及び面取り部１２３０を有するのが良い。一実施形態によれば、溝１２２０は、取り付け
レール１０６の幅全体を横切る単一の溝を具体化している。代替的に又は追加的に、取り
付けレール１０６は、複数の溝１２２０（例えば、２つ）を有するのが良く、これら溝の
うちの１つは、所定の長さ（例えば、垂直ビームの全幅の１／２未満）にわたり、垂直ビ
ームの右外側縁部から垂直ビームの中心に向かって側方に延び、又、これら溝のうちの１
つは、所定の長さ（例えば、垂直ビームの全幅の１／２未満）にわたり、垂直ビームの左
外側縁部から垂直ビームの中心に向かって側方に延びている。面取り部１２３０は、トレ
ー１００の前からのモジュール及びパネルの容易な案内及び装填を可能にするのが良く、
モジュール又はパネルの片手の装填作業を可能にする。
【００６３】
　図１３は、モジュール１０、パネル４００、及びこれらの組み合わせのうちの１つ又は
２つ以上を載せる図１２の複数の取り付けレール１０６を備えたトレー１００の前から見
た拡大斜視図である。図１３に示されているように、トレー１００は、１つ又は２つ以上
の接近穴１３２０を有するのが良い。一実施形態によれば、接近穴１３２０は、トレーの
底部に設けられる長方形の開口部を含むのが良く又は具体化するのが良い。或る特定の実
施形態では、接近穴１３２０は、下に位置するトレーからのモジュール１０への指による
接近を可能にすると共にパネル４００に設けられているシャッターが９０°を超えて回転
して開くのに十分幅が広いように作られるのが良い。接近穴１３２０は、ＢＡＳＥ‐８モ
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ジュール１０及びパネル４００のフットプリントに対応するよう寸法決めされているが、
ハイブリッドパネルかＢＡＳＥ‐１２パネル及びＢＡＳＥ‐８（又はこれらの任意の組み
合わせ）の両方かのいずれかの幅をサポートするよう寸法決めされても良い。図１３に示
されているように、トレー１００は、複数のケーブル引き回し案内１３１０を更に有する
のが良く、これらケーブル引き回し案内の各々は、トレー１００のそれぞれの引き回し案
内支持フィンガ（別々には符号が付与されていない）の頂部に取り付けられる。
【００６４】
　図１４Ａ～図１４Ｃは、光ファイバ機器を取り付けるための例示のトレー１００の前か
ら見た斜視図、平面図、及び拡大図である。トレー１００は、開示したようなシャーシ内
に又は他の適当な機器内に取り付けられるのが良い。本明細書で用いられる「取り付け」
という用語は、トレー１００をシャーシに永続的に、半永続的に、一時的に且つ／或いは
取り外し可能に結合するのに適した任意のコンポーネント又はコンポーネントの部分を指
している。一実施形態では、「取り付け」は、永続的な又は半永続的な締結具、例えばリ
ベット、ボルト、ねじ又は一構造体を別の構造体に締結するための任意他の適当な機構体
（又はこれらの組み合わせ）を用いてトレー１００をシャーシに固定することによって実
施されるのが良い。代替的に又は追加的に、「取り付け」は、トレー１００をシャーシに
固定するための一時的な又は非永続的な技術を含み又は具体化しても良い。例えば、或る
特定の例示の実施形態では、取り付けは、クリップ、プルタブ、取り外し可能なリベット
、プレスクリップ、クリスマスツリー型クリップ、プッシュナット締結具、又はトレー１
００をシャーシに取り外し可能に結合するのに適した任意他の形式の締結具を用いて実施
できる。「取り付け」は又、トレー１００をシャーシに摺動可能に結合するのに適した任
意のコンポーネント又はコンポーネントの組み合わせを含み又は具体化しても良い。例え
ば、トレー１００は、シャーシに結合された案内レールによりシャーシに取り付けられて
も良く、案内レールは、トレー１００の対応のレールコンポーネントに結合されると、ト
レー１００を支持すると共に案内し、それによりシャーシに対するトレー１００の前後方
向並進を可能にする。
【００６５】
　トレー１００は、複数のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するベースを有する。例え
ば、トレーは、モジュール１０及び／又はパネル組立体４００（図１１Ｂ）を有するのが
良い。トレーは、トレー１００をシャーシ内に可動的に取り付けるためのベース１０２の
１本又は２本以上の支持レール１０４を有する。トレーは、複数のＢＡＳＥ‐８光ファイ
バ機器をトレー１００に可動的に取り付けるためのベースの複数の機器支持レール１０６
を更に有する。支持レール及び／又は機器支持レールは、モジュラーコンポーネントであ
っても良く、或いは、所望に応じてトレーのベースと一体に形成されても良い。
【００６６】
　ベース１０２は、少なくとも５個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を幅Ｗ方向に支持する
よう構成されている。トレー１００は、１／３Ｕ‐スペース以下の高さＨを有する。トレ
ーは、ＢＡＳＥ‐８形態で１／３Ｕ‐スペース当たり３２個を超える光ファイバ接続部、
少なくとも４０個の光ファイバ接続部、及び４８個の光ファイバ接続部の接続部密度を支
持することができる。
【００６７】
　図１４Ａ～図１４Ｃに示されているように、トレー１００は、幅Ｗ方向に少なくとも６
個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するよう構成されている。かくして、モジュール
１０は、トレー幅Ｗの１／６以下を用いてトレー１００内に取り付けられるよう構成され
ている。開示するトレーは、シャーシの既存の据え付けられたベース内に据え付け可能で
あるよう設計されているのが良く、それにより図５に示されているようにＢＡＳＥ‐８光
ファイバ機器を支持する第１のトレー及びＢＡＳＥ‐１２光ファイバ機器を支持する第２
のトレーを有するハイブリッドシャーシが形成される。
【００６８】
　図１５は、或る特定の開示した実施形態と一致する、伸長（「引き出し」）位置にある
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下側トレー及び完全引っ込み（「収納」）位置にある上側トレーを含む例示のシャーシ組
立体の平面図である。図１５に示されているように、トレー１００は、複数の対向可能な
トレープルタブ（符号が付与されていない）を有するのが良く、これらプルタブの各々は
、トレー１００のそれぞれの前側横のコーナー部から突き出ている。隙間がトレーのレー
ル上のモジュール解除レバーへの下からの指の接近を可能にするよう構成されており、他
方、指によりプルタブ中へ深いところまで接近できる。一実施形態によれば、標的指／親
指‐先端部隙間は、約１３ｍｍである。
【００６９】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、或る特定の開示した実施形態に従って機器トレーのそれぞれ
の具体化例で用いられる金属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。図１６Ａ及
び図１６Ｂに示されているように、トレー１００は、ケーブル引き回し案内１３１０を支
持するためにトレー１００の前に向かって外方に突き出た複数の引き回し案内支持フィン
ガ（別々には符号が付与されていない）を有するのが良い。引き回し案内支持フィンガに
対応したトレー１００の金属製支持構造体は、モジュール１０、パネル４００又はシャー
シと関連した他の機器への最適な手及び指による接近を可能にする厚さ及び長さのもので
ある。同様に、トレー１００の互いに反対側の側縁からトレー１００の後部に向かって延
びるトレー１００のトレーレール取り付け支持体（別々には符号が付与されていない）も
又、親指解除左後側位置及び指タブ右後側位置への接近を可能にする厚さ及び長さのもの
である。
【００７０】
　図１７は、或る特定の開示した実施形態と一致する、レール案内及びジャンパ引き回し
案内を有する例示の機器トレーの前から見た等角斜視図である。図１８は、或る特定の開
示した実施形態による例示のジャンパ引き回し案内の横から見た斜視図である。
【００７１】
　図１９Ａ、図１９Ｂ及び図１９Ｃは、それぞれ、ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた
例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２に関する）、概略
配線図（ＢＡＳＥ‐１２について）及び概略配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である。図
２０Ａ及び図２０Ｂは、それぞれ、ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢＡＳＥ
‐１２及びＢＡＳＥ‐８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図及び概略配線図
である。図２１Ａ、図２１Ｂ及び図２１Ｃは、例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の
正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２について）、概略配線図（ＢＡＳＥ‐１２について
）及び概略配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である。
【００７２】
　注目されるべきこととして、或る特定の実施形態は、各トレー１００がシャーシの幅全
体を占めた状態で図示されると共に説明されているが、本明細書において説明する実施形
態は、複数のトレーを用いてシャーシの幅を占めるために用いられる実施形態を想定して
いることが考えられる。例えば、各々が１‐Ｕシャーシの幅（又はそれ以下）及び高さの
１／３（又はそれ以下）を占めるよう設計された３個のトレーを有するのではなく、シャ
ーシは、各々が１‐Ｕシャーシの幅の１／２（又はそれ以下）及び高さの１／３（又はそ
れ以下）を占めるよう設計された６個のトレーを備えた形態を支持するよう設計されるの
が良い。これら実施形態では、シャーシは、シャーシの頂部からシャーシのほぼ水平の中
点のところに位置するシャーシの底部まで垂直に位置決めされた１つ又は２つ以上の仕切
り部材を有するのが良く、仕切り部材は、トレーの側部上にレールを支持する複数の案内
レールを有する。かかる設計例は、同じ列に属する互いに異なるサイズのＢＡＳＥモジュ
ールを支持するための融通性を提供する。例えば、この列の一方の半部は、３つのＢＡＳ
Ｅ‐８モジュールを支持するよう構成されるのが良く、列の他方の半部は、２つのＢＡＳ
Ｅ‐１２モジュールを収容するよう構成されるのが良く、それにより大きなカスタマイズ
の度合いの実現が可能である。
【００７３】
　開示した技術的思想及び光ファイバ機器は、ネットワークオペレータが要望に応じてデ
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ュプレックス伝送とパラレル伝送との間で移行するよう必要に応じて光ネットワークアー
キテクチャを改造するための融通性を提供する。さらに、トレー及び組立体は、ネットワ
ークオペレータがすでに用いている場合がある据え付け状態のシャーシベース内に嵌まり
込むよう下位（後方）互換性があるのが良い。
【００７４】
　別段の指定がなければ、本明細書において記載した方法は、このステップが特定の順序
で実施されることを必要とするものと解することは意図されていない。したがって、方法
クレームがそのステップの辿るべき順序を実際に記載していない場合又はステップが特定
の順序に限定されるべきことが特許請求の範囲の記載又は本明細書において具体的に記載
されていない場合、任意特定の順序を推定することは意図されていない。
【００７５】
　当業者であれば理解されるように、開示した実施形態の精神及び範囲から逸脱すること
なく種々の改造及び変形を行うことができる。実施形態の精神及び実質を組み込んだ開示
した実施形態の改造例、コンビネーション、サブコンビネーション及び変形例は、当業者
に想到できるので、解した実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲及びそ
の均等範囲内に含まれるあらゆる形態を含むものと解されるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】
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【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】 【図１４Ｃ】

【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】



(26) JP 2017-529548 A 2017.10.5

【図１７】

【図１８】

【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】 【図１９Ｃ】

【図２０Ａ】
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【図２１Ｂ】 【図２１Ｃ】
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